
 

 

 

 

 

 

       

※大雨・河川氾濫・土砂災害は、「レベル３○○警報」「レベル４○○危険警報」「レベル５○○特別警報」のように発表されます。 

※暴風・暴風雪・大雪は、「○○警報」「○○特別警報」のように発表されます。      ※レベル＝警戒レベル 

 

 

 

 

   

１ 登校前に、警報が発表されている場合 

・午前７時００分に警報が発表されている場合、その日は休校とします。 

・午前７時００分以降で、登校前に警報が発表された場合は登校させないでください。 

２ 登下校中に、警報が発表された場合 

・家または学校の近い方に行かせてください。※警報発表の情報は、市の防災無線で一斉放送されます。 

３ 登校後、警報が発表された場合 

・児童生徒は、学校で待機させ、おおむね１時間後を目途に引き取りを開始します。 

・学校は安全に待機できる場所です。引き取れる状況（道路・河川等の安全、時間等）になってから来校くださ

い。 

・午前中に警報が発表されても給食は提供できますので、給食後に引き取りに来ていただくことも可能です。 

  ・一過性の局地的な大雨警報等の場合、上記の対応をしない場合もあります。 

学校からの連絡に従ってください。（きずなメール） 

 

 

 

 

１ 登校前に、「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」が発表された場合 

・児童生徒は、自宅または安全な場所で待機してください。その後登校が可能と判断した場合は、きずなメール

等で連絡します。 

２ 登下校中に、「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」が発表された場合 

  ・家または安全な場所、学校のいずれか近い所へ行かせてください。 

３ 登校後に、「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」が発表された場合 

・対応を判断し、きずなメール等で連絡します。場合によっては保護者による引き取りを行います。 

※通信関係の混雑が予想されますので、学校への電話は控えてください。 

 

 

１ 登校前に、緊急情報が発表された場合 

  ・緊急情報が発表された場合は、全市民に一斉放送されます。この場合、児童生徒は登校させないでください。 

   安全状況確認後、登校または休校等について、お伝えします。（きずなメール） 

２ 登下校中に、緊急情報が発表された場合 

  ・まずは自分の身を守る行動を取った後、家または学校の近い方へ行かせてください。 

３ 登校後に、緊急情報が発表された場合 

  ・児童生徒は、学校で待機しています。安全状況確認後、通常下校または、引き取り等の連絡をします。 

   学校からの連絡に従ってください。（きずなメール） 

気象警報、地震情報等、発表時の児童生徒の登下校について 

○ 気象庁が発表する「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」の場合 

○気象警報（大雨・河川氾濫・土砂災害・暴風・暴風雪・大雪）の場合 

多治見市教育委員会 

■午前 7 時に警報が発表されていたら、その日は休校です。（市の防災無線及び FMPiPi で一斉放送） 

■午前 7 時以前に解除または未発表でも、家、川、山、道路、樹木等の被害により、登校するのが危険だと

保護者が判断された場合は、家で待機させていただき、その旨を学校まで連絡してください。 

■テレビ、インターネット等で、多治見市の気象情報を知るように努めてください。 

2026 年度版 新たな運用後 

○ 全国瞬時警報システム「Ｊアラート」の場合 

※上記以外の対応を行う場合は、学校からの連絡に従ってください（きずなメール）。 

お子さんが家庭にいるときには、情報収集に努めていただき、

発表時は家庭で安全に過ごしてください。 


